
私

た

ち

の

職

務

の

級

格

付

け

は

、

昭

和

四

四

年

五

月

一

日

よ

り

施

行

さ

れ

た

人

事

院

規

則

九

ー

八

の

第

三

条

「

級

別

標

準

職

務

表

」

に

定

め

ら

れ

て

い

ま

す

。

昇

格

発

令

が

各

府

省

の

任

命

権

者

に

よ

り

実

施

さ

れ

る

こ

と

か

ら

「

同

一

職

務

同

一

賃

金

」

の

原

則

に

基

づ

き

、

各

府

省

に

よ

っ

て

ア

ン

バ

ラ

ン

ス

が

出

な

い

よ

う

に

定

め

ら

れ

た

も

の

で

す

。

こ

の

級

別

標

準

職

務

表

で

は

、

私

た

ち

の

多

く

が

勤

務

す

る

地

方

出

先

機

関

の

課

長

は

四

級

格

付

け

、

事

務

所

長

は

、

五

級

格

付

け

と

な

っ

て

い

ま

す

。

「

級

別

標

準

職

務

表

」

が

施

工

さ

れ

て

四

四

年

が

経

過

し

、

そ

の

間

に

職

務

評

価

が

見

直

し

が

さ

れ

た

結

果

、

課

長

は

二

ラ

ン

ク

ア

ッ

プ

の

府

県

単

位

機

関

並

の

六

級

、

事

務

所

長

は

四

ラ

ン

ク

ア

ッ

プ

の

管

区

機

関

並

の

九

級

格

付

け

が

さ

れ

て

い

ま

す

。

こ

の

こ

と

は

、

人

事

院

が

昨

年

の

交

渉

で

「

職

責

を

評

価

し

、

府

県

単

位

機

関

評

価

を

し

て

い

る

」

と

回

答

し

て

い

る

こ

と

か

ら

も

明

ら

か

で

す

。

現

在

の

事

務

所

長

が

こ

な

し

て

い

る

業

務

内

容

や

規

模

は

、

四

四

年

前

と

は

比

べ

も

の

に

な

ら

な

い

ぐ

ら

い

多

岐

に

わ

た

り

責

任

も

重

く

な

っ

て

お

り

、

府

県

単

位

機

関

、

場

合

に

よ

っ

て

は

管

区

機

関

並

み

の

職

責

を

負

っ

て

い

る

と

評

価

替

え

さ

れ

る

の

は

当

然

で

す

。

ユ

ニ

オ

ン

は

、

事

務

所

長

も

副

所

長

も

課

長

・

出

張

所

長

も

同

じ

事

務

所

で

業

務

遂

行

を

し

て

お

り

、

職

責

の

違

い

は

最

高

位

級

で

差

を

つ

け

て

い

る

こ

と

か

ら

、

評

価

替

え

に

二

ラ

ン

ク

も

差

が

出

る

の

問

題

が

あ

る

と

考

え

い

ま

す

。

事

務

所

長

と

同

じ

よ

う

に

副

所

長

・

官

ポ

ス

ト

・

課

長

・

出

張

所

長

も

評

価

替

え

さ

れ

る

べ

き

と

考

え

ま

す

。

事

務

所

長

並

み

の

評

価

替

え

な

ら

八

級

格

付

け

と

な

り

ま

す

が

、

当

面

は

級

別

定

数

の

分

布

率

を

事

務

所

長

並

み

の

評

価

替

え

を

要

求

し

ま

す

。
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副
所
長

・
課
長

・
出
張
所
長
の
三
〇
％
が
七

・
六
級
昇
格
可
能

官
ポ
ス
ト

・
局
課
長
・
補
佐
の
改
善
も
早
急
に

標準

職務

表

実態

評価

替え

役職

数

最上位級

定数

所長並み

改善定数

事務所長 5 9 4 223 66 29.60%

副所長 7 491 19 145

事務所課長 4 6 2 1631 151 483

出張所長 4 6 2 634 57 188

評価替えの実態

事務所長は４ランクアップしているので８・９級を最上位級定数とした

副所長・事務所課長・出張所長の７・６級定数を

事務所長並みに評価替えを



左

表

は

平

成

二

四

・

二

五

年

度

の

役

職

別

級

別

定

数

分

布

で

す

。

府

県

単

位

機

関

の

事

務

所

長

の

最

高

格

付

け

は

八

級

で

す

の

で

事

務

所

長

の

八

級

以

上

格

付

け

定

数

分

布

率

と

同

じ

分

布

率

で

課

長

の

六

級

定

数

を

試

算

し

た

の

が

一

面

の

表

で

す

。

試

算

で

は

六

級

定

数

は

四

八

三

程

度

と

な

り

、

年

齢

順

に

発

令

す

る

と

五

六

歳

以

上

課

長

の

六

級

昇

格

が

可

能

と

な

り

ま

す

。

出

張

所

長

も

同

様

に

試

算

す

る

と

一

八

八

の

定

数

の

評

価

替

え

と

な

り

、

五

七

歳

以

上

出

張

所

長

の

六

級

昇

格

が

可

能

と

な

り

ま

す

。

六

級

昇

格

発

令

が

早

く

な

れ

ば

五

級

昇

格

発

令

も

早

く

な

り

管

理

職

昇

任

と

同

時

に

五

級

昇

格

も

可

能

と

な

り

ま

す

。

ま

た

、

副

所

長

の

評

価

替

え

も

事

務

所

長

並

み

に

行

え

ば

、

一

四

五

名

分

の

七

級

定

数

確

保

が

可

能

と

な

り

ま

す

。

さ

ら

に

、

大

幅

に

進

む

定

員

削

減

と

高

度

化

す

る

業

務

に

対

応

し

て

、

今

年

か

ら

「

品

質

確

保

課

」

が

セ

ン

タ

ー

化

し

、

府

県

単

位

ご

と

に

セ

ン

タ

ー

を

設

け

、

そ

の

府

県

の

技

術

審

査

業

務

を

一

括

し

て

行

っ

て

い

ま

す

。

こ

う

し

た

同

じ

よ

う

な

「

府

県

単

位

の

セ

ン

タ

ー

化

」

は

、

電

気

通

信

・

営

繕

関

係

の

業

務

で

も

行

わ

れ

て

お

り

、

こ

う

し

た

事

務

所

の

担

当

課

長

や

、

「

官

ポ

ス

ト

」

の

評

価

替

え

を

行

い

、

六

給

格

付

け

を

増

や

す

べ

き

で

す

。

ま

た

、

直

接

住

民

と

接

す

る

事

務

所

・

出

張

所

で

、

不

幸

に

も

事

故

な

ど

が

発

生

し

た

場

合

は

、

第

一

義

的

に

責

任

を

問

わ

れ

る

の

は

課

長

・

出

張

所

長

に

な

っ

て

き

て

い

ま

す

。

こ

う

し

た

、

住

民

の

意

識

変

化

の

中

で

事

務

所

課

長

・

出

張

所

長

の

職

責

は

重

く

な

っ

て

き

て

い

ま

す

。

国

土

交

通

省

の

特

別

の

機

関

で

あ

る

国

土

地

理

院

は

、

標

準

職

務

表

で

の

格

付

け

を

曖

昧

に

し

、

全

体

の

改

善

が

遅

ら

さ

れ

て

い

ま

す

。

地

理

本

院

の

院

長

や

参

事

官

の

評

価

は

、

管

区

機

関

以

上

の

評

価

を

さ

れ

指

定

職

と

な

っ

て

い

る

一

方

、

改

善

が

進

ん

で

い

な

い

本

局

課

長

・

補

佐

本

局

の

課

長

や

課

長

補

佐

の

評

価

替

え

も

進

ん

で

い

ま

せ

ん

。

平

成

二

一

年

ま

で

は

、

本

局

課

長

補

佐

に

は

、

三

〇

年

間

も

暫

定

六

級

定

数

が

着

い

て

い

ま

し

た

が

、

現

在

は

六

級

暫

定

定

数

も

な

く

五

級

止

ま

り

と

な

っ

て

い

ま

す

。

本

局

課

長

や

補

佐

の

現

在

の

業

務

を

見

れ

ば

そ

の

業

務

量

や

内

容

は

大

幅

に

増

加

し

て

お

り

、

職

責

は

昭

和

四

四

年

当

時

と

比

較

し

て

も

重

く

な

っ

て

い

る

の

は

誰

の

目

に

も

明

ら

か

で

す

。

三

〇

年

間

も

暫

定

定

数

を

つ

け

て

い

た

課

長

補

佐

六

級

定

数

の

復

活

な

ど

を

要

求

し

て

い

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

他

の

職

員

は

府

県

単

位

機

関

格

付

け

、

地

方

測

量

部

に

至

っ

て

は

出

張

所

以

下

の

格

付

け

と

な

っ

て

お

り

、

地

方

測

量

部

課

長

経

験

者

で

も

五

級

定

年

退

職

さ

せ

ら

れ

て

い

ま

す

。

本

院

と

地

方

測

量

部

の

「

標

準

職

務

表

」

の

格

付

け

を

明

確

に

さ

せ

、

地

方

測

量

部

職

員

を

は

じ

め

と

し

た

、

地

理

院

の

多

く

の

職

員

の

院

長

や

参

事

官

並

み

の

評

価

換

え

を

要

求

し

て

い

く

必

要

が

あ

り

ま

す

。

旧建設役職別本定数の推移

級 Ｈ２４ Ｈ２５

7 3 3

6 253 256

5 22 25

計 278 284

5 497 479

4 21 39

計 518 518

8 32 32

7 98 99

6 398 394

5 699 757

4 2279 2449

計 3506 3731

9 22 22

8 45 44

7 44 45

6 113 112

計 224 223

7 19 19

6 451 458

5 16 14

計 486 491

6 152 151

5 873 911

4 618 569

計 1643 1631

6 57 57

5 277 294

4 301 283

3 0 0

計 635 634

課長

出張

所長

本局

課長

課長

補佐

専門

職

事務

所長

副所

長

職
責
は
確
実
に
重
く
な
っ
て
い
る

品
質
確
保
課
・
電
通
関
係
業
務
の
セ
ン
タ
ー
化
で
、

業
務
は
府
県
単
位
に
職
責
評
価
を

第20回全国建設研究・交流集会に参加しよう
と き：２０１３年１１月２４日（日）～２５日（月）

ところ：福島県福島市 パルセいいざか、いいざかホテル聚楽

福島飯坂温泉駅（福島交通飯坂線）より、徒歩１０分

<テーマ>

命と安全を守る地域産業の発展に向けて

＝憲法を生かして大震災・原発災害からの復興を＝

＜日程＞

２４日 記念講演 原発災害、憲法を生かした復興への展望を

真木日彦（福島大学名誉教授）

現地報告

２５日 分科会や講座 又は 平行して現地視察

分科会 １，復興への展望 ２，仕事作り ３，賃金

４，公契約法・条例

講座 Ａ 憲法 Ｂ 「アベノミクス」批判

現地視察 霊山道路現場・南相馬市、浪江町など

＜主催＞ 生活関連公共事業推進連絡会議（生公連）参加希望者は、

ＮＰＯ法人建設政策研究所（建政連）など

参加希望者は、希望する分科会などを決めて、１０月３１日までに、本部に

「交流集会参加」と表記して、メールください。

国
土
地
理
院
の
昇
格
実
態

院
長
・
参
事
官
は
指
定
職
、
地
方
測
量
部
課
長
は
五
級
止
ま
り


